
評議員及び理事選任に関する細則

（目 的）

第 1条 本細則は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「本会」という。）評

議員及び役員選任規則（以下「選任規則」という。）第 8条に基づき、評議員

及び理事候補者の選任に関する事項を定める。

（評議員候補者の人数の内訳）

第２条 選任規則第 2 条第 1 号に定める評議員候補者 126 名以内のうち、原則

として 18 名以上を女性候補者とする。

２．選任規則第 2 条第 2 号に定める評議員候補者 4 名以内のうち、原則とし

て 2名を女性候補者とする。

（理事候補者の人数の内訳）

第３条 選任規則第 4 条第 1 号に定める理事候補者 9 名以内のうち、原則とし

て 4 名以上を女性候補者とする。なお、加盟競技団体による互選の調整は、

日本スポーツ協会競技団体評議員連合会に依頼する。

２．選任規則第 4条第 2号に定める理事候補者 9名以内のうち、原則として 3

名以上を女性候補者とする。なお、加盟都道府県体育・スポーツ協会による

互選の調整は、都道府県体育・スポーツ協会連合会に依頼する。

３．選任規則第 4条第 3号に定める理事候補者 10 名以内のうち、原則として

3名以上を女性候補者とする。

（理事候補者に求められる要件）

第４条 選任規則第 4 条第 1 号から第 3 号に定める理事候補者は、本会の目的

を理解し、その達成に向け尽力するに十分な識見と能力を満たし、以下の各

号いずれかに該当するものとする。

（１）国内外のスポーツ界の動向に精通していること。

（２）コンプライアンス，ガバナンスに関する高い知識を有していること。

（３）組織運営（法務、会計、政・財・官界、学術、経営、広報、マーケテ

ィング等）に関する高い知識を有していること。

（４）中長期の施策に関する企画・発想力及び推進力を有していること。

（５）他の企業又はスポーツ団体における経験を有していること。

（学識経験理事の位置づけ）

第５条 選任規則第 4条第 3号に定める学識経験理事は、スポーツ団体ガバナ

ンスコード＜中央競技団体向け＞において定義されている外部理事として

位置づける。ただし、本会事務局長が理事に選任された場合は、外部理事に

含めないものとする。



第６条 本細則の改廃は、理事会の議決による。

附 則

１．本細則は、令和4年6月24日から施行する。

２．本細則は、令和6年11月13日から施行する。


